
資料3－2  
がん医療について①  

（化学療法、放射線療法の推進、医療従事者の育成）  

＜こ指摘されている事項＞  

（）化学療法、放射線療法の推進が必要  
一外科医が主治医だという理由で術後の化学療法を実施する現状は改善すべ  

き  

一放射線診断と放射線治療の分離が必要。放射線治療計画を立てたり、物理  

的な精度管理を行う者も必要  

（〕がん医療に係る医療従事者の育成と確保が必要  

一専門的医療従事者の育成と確保が必要  

一手術療法、化学療法、放射線療法等の主な治療法の知識を持った医師の育  
成が必要  

－コミュニケーション技術の向上が必要  

一初診段階での見落とし防止のためにすべての医師に対する研修も必要  

一大学教育における専門講座の在り方も視野に入れるべき  

一医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師等が協力することにより、医療従  
事者の限りあるマンパワーを有効に活用することが必要  

（現状）  

（⊃がんに対する主な治療法としては、手術療法、化学療法、放射線療法がある。日   
本においては、胃がんなど、早期発見が確立し、また手術一内視鏡等医師の技術   
が高いとされる部位のがん種においては、欧米より生存率は明らかに優れる、と   
いう評価がある。一方で、化学療法や放射線療法については専門家の不足など欧   
米に比べて普及していないという指摘がある。（別添資料「地域がん登録による5   
年生存率の日米欧比較」参照）   

○がんに対する治療は、がんの病態に応じ、各療法を組み合わせて実施することが   
求められるものであり、手術療法だけでなく化学療法、放射線療法の普及が必要   
である。   

○国においては、国立がんセンターにおける研修を実施するとともに、がん診療連   
携拠点病院の指定要件として、各種療法を組み合わせた集学的治療を実施するこ   
とを義務づけ、各種療法の普及・集学的治療の実施を推進している。また、医師   
養成段階では、各大学において、がんに関する教育内容の充実に努めている。   

○看護師等についても、がん医療に関する専門性の高い者の活躍が期待されており、   
国や学会において、各種研修を実施している。  
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（国における今後の取組）  

○研修の充実  

・平成19年度において、国立がんセンターにおける化学療法、放射線療法に関  
する研修を拡充するとともに、各がん診療連携拠点病院において地域のかかり  
っけ医等を対象とした研修も拡充する予定。また、新規に緩和ケアに関する研  
修も開始予定   

・平成19年度において新規に、がん医療に従事する医師を対象に治療法に関す  
る研修とは別に医療コミュニケーション技術に関する研修（ロールプレイ中心）  

等を実施する予定   

・平成19年度において新規に、大学等におけるがん医療専門従事者の養成の推  
進のための事業を開始する予定   

・平成19年度において、がん医療に従事する看護師に対し、専門的な臨床実務  
研修を実施し、がん医療における臨床実践能力の高い看護師の育成の充実を図  
る予定   

・平成19年度において、一定の実務経験を有する勤務薬剤師を対象として、講  
義と実務を組み合わせた3ケ月程度の研修を行いがん医療における専門薬剤師  

を育成する事業を引き続き実施する予定   

○放射線診断・治療機器の整備  

・平成19■20年度において新規に、放射線治療機器の緊急整備事業を実施。  
がん診療連携拠点病院に対し先進的な放射線治療機器の整備を補助する予定  

（補助率1／2）   

・また、診断についても、平成18年度補正予算において、病理医の配置が十分  
でないがん診療連携拠点病院に対し、遠隔画像診断が可能な体制を整備する  

（補助率1／2）  
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地域がん登録による5年生存率の月米欧比較  

Lnternationalcomparisonof5－yearSurVivalsfrompopulation－basedcancerregistries  

部位別5年相対生存率（％）の日米欧比較M日本7がん登録と米国SEERプE］グラムと欧州連合  

Comparisonof5Tyearrelativesurvivalsbysite－7CancerRegistriesinJapan．theUSSEERProgramandEurocare－3  

（注）日本7登録（宮城、山形、新市、椚1二、大阪、ノ．：も取、長瀬封二がん研究肋成金「地域がん登録研究朝」による協同調査⊂1〔）肛恥  
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がん医療を担う専門性の高い看護師  
一専門看護師、認定看護師一   

制度概要  

○専門看護師制度及び認定看護師制度は、医療の高度化、専門家や国民の健康に対する   
関心の高まりを受け、複雑かつ高度な技術や特殊な技能を有する業務等に対応するた   

め、看護師の資格を有するものに対して一定の専門分野についての教育を行い、日本   
看護協会が認定を行う制度である。  

○発足は、専門看護師制度（1994年）、認定看護師制度（1995年）  
○専門看護師：看護系大学院修士課程修了者で、実務経験5年以上（3年間の専門看護   

分野の経験を含む）等で認定審査に合格した者。役割は、実践、相談、調整、倫理調   

整、研究の6つ。（11分野、22大学院73課程、認定総数186名）  

○認定看護師：実務経験5年以上、6ケ月（600時間）の認定看護師教育課程を修了   

し、認定審査に合格した者。役割は、実践、指導、相談の3つ。（17分野、教育機   
関22、教育課程43、認定総数2，486名）  

がんにまつわる専門性の高い看護師の活動例  

○がん看護専門看護師：入院治療等が必要となった患者・家族と面談を行い、今後の治   
療経過や身体的な変化などについて十分に納得できるまで説明し、患者・家族の治療   

に対する思いに添えるよう、医療チーム全体の調整を図る。   

○リエゾン精神看護専門看護師：治療やリハビリテーションが思うように進まず、気持ち   
の落ち込みや不安を抱える患者に対し、思いを受け止め、話ができる環境を整える一   

方、必要な専門家と連携をとり、患者が医学的に正しい知識を得て、対処法を学Jぶこ   
とを支援する。それらを通して生活や仕事に潤いを取り戻し、患者が自己を肯定的に   

受け止めることができるよう支援する。また抑うつ傾向の強い患者などでは、身体症   
状と精神症状を併せてアセスメントし、精神科領土或からの支援も含む緩和ケアの実践   
を行う。   

○地域看護専門看護師：緩和ケア専門の訪問看護ステーションを設立し、病院と地元の   
開業医との連携をはじめ、他職種との協働を積極的に図り、在宅での看取りも含め実   
践している。また地域の看護師等を対象とした緩和ケアナースの育成に尽力している。   

○化学療法認定看護師：化学療法の理解を深めるための説明や、副作用への対処方法や   
生活上の工夫についての十分な説明を行い、安心して治療に向かえるよう支援する。   

○創傷・オストミー（人工肛門）・失禁（WOC）看護認定看護師：手術前から関わり、人工月Ⅰ門を   
自己管理しやすくするよう個人の状況に合わせて増設位置を決めたり、患者・家族の   

話をよく聞きながら、装具を選択したり等、患者が前向きに術後リハビリテーション   
に向かい合えるよう、合併症の予防、早期発見、指導等を通し支援する。   

○重症集中ケア認定看護師：手術後の患者に対し、多くのチューブが挿入された状況でも   
苦痛を緩和しながら回復を支援する。また、傷の感染や肺炎など、術後の重篤な合併   

症を予防するよう、十分できめ甜かな観察に裏付けられた看護を実践する。   

○ホスピスケア認定看護師：痛みの種類や程度を専門的に観察し、医師と共に効果的な疫   
病対策ができるよう、チームとして関わる。また家族の相談相手にもなり、退院の際   
には、訪問看護ステーションなどと共に、在宅療養に必要な調整を行う。   

○そのほか、がん性療病看護認定看護師、訪問看護認定看護師、乳がん看護認定看護師が   
輩出され、各地で活躍しているところである。  

＊ 上記活動例は、NTT棄関東病院、横浜市立市民病院、訪問看護ステーションピースからの報告を元  

に、事務局が整理した。  
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資料提供：聖路加看護大学  
臨床教授梅田恵  

がん看護専門看護師による  

緩和ケアチーム（コンサルテーション型緩和ケア）の取り組み  
1999年より昭和大学病院ではがん看護専門看護師  

がメンバー となり緩和ケアチーム1）活動を推進してきた。  

その情動を紹介する。   

年間約170件の依頼を受け、一事例あたりの平均支援期  

間は50日（1～250日）である。  

緩和ケアチームへの依頼数  

□依総数  □終了数  

して療養を続けることができない。生活者としての患者  

家族を支える看護の専門家として、がん治療や症状緩和   

と折り合いをつけながら、ご自身の生活を取り戻すこと  

ができるよう、療養の場の選択（患者家族の希望に応じ）  

や入退院の調整を積極的に行っている。特に、緩和ケア  

の提供できる施設やサービスとがん看護専門看護師自身  

が直接つながりを持ち、信頼できる移行先につなげるこ   

とで、円滑な連携体制が実現している。そのことが、症  

状緩和にも大きく影響している。  

③ コミュニケーション：医療や介護と患者家族が、よい   

関係つくりができるよう、がん看護専門看護師としても  

信頼を得られることを心がけている。そのためには、患  

者家族の話をよく聞き、問題の共有に努めると共に、が  

ん看護専門看護師・病棟看護師・医師・薬剤師など、院  

内の専門職種の役割の理解が得られるよう説明し、多く  

の専門家との橋渡しを行っている。特に、療養の場を移  

行していく過程で医療から見放される感覚や完治が望め   

ない現実との葛藤など、患者家族は厳しい現状に向き合   

わされている。患者にとって不利益がないように外来、  

病棟、在宅と療養の場が変わっても継続した関わりを持   

っている。  

＜がん看護専門看護師の看護師支援＞   

がん看護専門看護師の役割は、新たな挑戦としての緩和  

ケアチームの体制作りであり、そこでは医療チームとして  

機能する看護師に対する相談や教育を通した幅広い支援  

（コンサルテーション）が含まれている。   

がん看護専門看護師が看護師に関わることで医療の変  

化・患者のニーズにそった看護業務（機能）の幅を広げた  

活動に導くことができる。中でも看護実践のモデルとなり、  

終末期や複雑な状況にあるがん患者への対応に自信を無  

くしがちな看護師の不安に応えていくことで、個々の看護  

師の実践能力の向上やがん患者との関りへの意欲につな  

がり、看護師としての責任や専門性が深められる。   

多くの看護師の意識が向上していくことで、患者家族に  

寄り添うことのできる看護師が増え、患者家族の療養がよ  

り安心なものになっていくだろう。  

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年   

がんの療養の全ての過程で緩和ケアニーズは存在する。  

がんと対峠していくときの精神的なサポートや療養支援  

についての情報提供、そして、終末期に限らない不快な症  

状への対策である。しかし、多くの患者家族は、療養上の  

不安や不快な症状を誰に伝えるべきか、聞いてもらえるの  

かなど戸惑いを持ち、十分な対応へつながっていない現状  

がある。緩和ケアチームが窓口となり患者支援を行うこと  

や、情報源となり医療者を支援できることで、患者家族が  

混乱する前の対応が可能になり、患者家族の心身の負担を  

軽減し、治療の進行も円滑にできる。   

さらに、がん患者は複雑な問題を持っことが多く、その  

間題の全体が十分把握されないまま、わがままな患者や変  

わった患者と解釈されてしまい、患者家族が孤独を感じ、  

療養への意欲が減退するなど弊害をもたらしている。がん  

患者の抱える問題の研究や学習、そして対応経験を多くも  

つがん看護専門看護師は～般の医療チームとは異なった  

視点や立場から支援できるため、医療者との誤解を解き、  

問踏点を共に考えるなどを行うことができる。  

＜緩和ケアモトムでのがん看護専門看護師の役割＞  

① 症状緩和：薬物療法を中心とした対策の検討や患者や   

家族が痺痛緩和方法を理解し、セルフケアできるための  

支援を行っている。患者家族が納得できるよう、繰り返   

し説明を行い、症状緩和のための方法を体得していただ   

けるよう関りをもつ。  

② 療養の場の調整：症状緩和だけでは、患者家族が安心  

参考文献  

1）梅田恵：緩和ケアチーム；臨床外科61（2）；p147－151；  

2006  
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文部科学省における医療従事者の育成  

文部科学省におけるがん治療に携わる医療人の養成の取組について  

大学におけるがんに関する教育について  

学部教育における取組   卒後教育における取組  

大学と大学病院が連携し、医師のみならず看護師や放射線技師等も  
医学生が卒業までに最低限履修すべき学習内容を定め  

た「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に、放射線療法  
や緩和療法等の治療法に関する学習内容を新設（平成  

18年11月）するなど、がんに関する教育の充実を図る。  

対象として、放射線療法、化学療法、緩和ケアを含めた、がん医療に関  
する優れた専門家を養成するための教育プログラムの構築を図る。  
（がんプロフェッショナル養成プラン19年度予定掛4億円（新規〉）  

高い臨床能力と研究能力を併せ持った臨床医を養成するために、大学院  
博士課程4年間の間にがん臨床とがん研究との教育指導の両者をバランス  
よく按分することによって、効率的な環境下（充実した教育指導と高度な  
機器の整備等）で学位の取得とともに腫瘍専門医師の養成を目指す。   

云－ス名  医師のための「腫瘍専門医師養成コース」  i豪  

「医学教育モデル■コア・カリキュラム」改訂による新  

設項目の例  
D 全身におよぶ生理的変化、病態、診断、治療   

1≧ユ鹿島  

【治療】  
到達目標：  

1）腫癌の集学的治療を概説できる。  
2）腫瘍の手術療法を概説できる。  
3）腫瘍の放射線療法を概説できる。  

4）腫癌の化学療法を概説できる。  

5）腫癌の生物学的療法を概説できる。  
6）腫瘍における支持療法を概説できる。  
7）腫瘍における緩和療法を概説できる。  

コニよ名  医師のための「がん専門インテンシブコースJ   

各診療科の基盤学会の認定医あるいは専門医（例：内科認定医、外科  
▲1     専門医等）を取得した医師を対象とし、がんの診断・治療・研究に必要  

な高度先進的な知識と技術の修得を目指す。   

学部教育の実施状況  

区分  
匡l立  私立  計  

（42大学）   

「がん」の診療に関する授業科目（化学療法、放射線   42   
療法、緩和医療等）を設けている大学   8   29   79  

放射線療法に関する教育を実施している講座等の設置   42   
状況  8  29   79  

うち放射線治療に特化した講座等   
（放射線診断と分離した講座等）   19  

化学療法に関する教育を実施している講座等の設置状   42   
況  8   29   79  

うち化学療法に特化した講座等   5   4   10   

緩和ケアに関する教育を実施している講座等の設置状   42   
況（※）   

8   29   79  

「臨床腫瘍学講座」など、がん診療全般を横断的に取  
扱う講座等の設置状況   16  

※麻酔字、臨床腫題字等の講座において、接和ケアに関する教育を実施   している場合  等を含む。   

卒後教育の実施状況（大学病院の専門医研修のプログラムの状況）  

国立  
区分  

（42大学）   

がん専門医の養成に特化したプログラム   38   12   

プログラムの履修によりがん専門医の資格が取得可能なプロ   

グラム   
375   34  170  579  

（参考）大学病院の専門医研修プログラム総数   1734  272  1153  3159   

文部科学省医学教育課調べ（平成18年度）  
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がんプロフェッショナル養成プラン  

（新  規）  
平成1働＿1生藍巴  がん（腫瘍）に関わる人材養成・研究推進と大学院教育の充実化   

がん対策基本法  
我が国における粗製簑ユ位且上霊性教生勉⊥＿  

であり、その割合は、旦L1塑＿遡L遡Al  
となっている。  

書門的な知識及び技能を右する医師  

その他の医療従事者の養成   

第14条 国及び地方公共団体は、手術、放射線療  
法、化学療法その他の逆＆医療に遭わる専門的な知  
識及び伎監を蚕壬る匿睡地医療監事者の養成  

を図るために必要な施策を講ずるものとする。  

その他  

40．8％  

横断的  

コーース名  医師のための「腫瘍専門医師養成コース」  

高い臨床能力と研究能力を併せ持った臨床医  
を養成するために、大学院博士課程4年間の問  
にがん臨床とがん研究との教育指導の両者をバ  

概要  ランスよく按分することによって、効率的な環  
境下（充実した教育指導と高度な機器の整備等  
）で学位の取得とともに腫癌専門医師の養成を  
目指す。   

がん診療医療人養  
成のための実地修  
練・臨床実習プロ  
グラムの推進   

がん実地修練t臨  

床実習を支援する  
システム・機器の  

がん臨床応用研  
究・がん基礎研究  
の推進   

臨床現場に即した  
がん研究指導者の  
養成  

マース名   
コメディカルのための「がん医療に携わる職業  
人養成コース」   

看護師、薬剤師、放射線技師等の基礎資格を  

有し、一定期間実務を経験した者に対し、がん  

医療に特化した実践型教育を行うことにより、  
概要  効率的な環境下（充実した教育指導と高度な機  

器の整備等）で学位の取得とともにがんチーム  

医療に積極的に貢献できる高度職業人の養成を  
目指す。   

人材養成拠点  

コース名  医師のための「がん専門インテンシブコース」   

各診療科の基盤学会の認定医あるいは専門医  

概要  
（例：内科認定医、外科専門医等）を取得した  

医師を対象とし、がんの診断・治療・研究に必  
要な高度先進的な知識と技術の修得を目指す。   

がん医療のプロフェッショナルの養成  

より質の高いがん医療の「均てん化」等により、全国どこでも最適な癌医療が受けられ、がんの  
治癒率が向上するとともに、がん患者の生活の質（00L）が向上する社会を目指す。  
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